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1.は じ め に

 本稿は,島 根半島の一小漁村,沖 泊の

親類に関する報告である。以下の記述で

は,婚 姻などとの関連を中心にその構造

的特質を具体的に示すことに留意 した。

 なお,本 報告は 「日本の村落社会にお

ける物質文化の地域的比較研究」 (「昭

和50年 度文部省科学研究費補助金総合研

究(A)」 研究代表者:梅 樟忠夫)の 一担

をになったものであり,こ こであつかっ

た素資料は,昭 和50年10月29日 から11月

5日 にか けて 実施 した,大 給近達教授

(国立民族学博物館)と の共同調査 と,

昭和51年5月6日 か ら12日にかけての筆

者 自身の調査で得たものである。また,

調査地の選定は大給教授 との討議をふま

え,そ れに筆者の島根半島地域における

予備調査(昭 和50年10月13日 ～18日)の

結果決めたものである。なお,第1回 の調

査には,飯 島善明,湯 本泰久(明 治大学

政経学部卒業生)の 両君の協力を得た。

2. ムラの自然的 ・経済的背景

 沖泊は,〈 タコッパナ〉 (多古鼻)と

よばれている島根半島の最北端の地域に

位置する,小 規模な地先漁業を主 とした

漁村である。

 このムラの集落立地は厳 しく,急 峻な

山襲が海面まで迫った地形はムラの生業

活動に少なからぬ影響を与えてきた。と

りわけ,山 の斜面のわずかな土地を利用

した農業経営は自給程度のもので,経 済

基盤としての生産手段の主体とはなりえ

ないものであった(1戸 当りの平均耕地

面積は2.8反)。 このことは,結 果 的 に

漁業への依存度を高いものに して きた

が,そ の漁業活動 も一本釣とアミ漁を主

体とした,1～2人 の家族単位で営まれ

る比較的小規模なものである。ちなみに

個人所有の漁船は,4屯 未満の動力船が

4隻,無 動力船(1屯 以下)が17隻 であ

る。

 ここで,こ のムラの漁業活動の性格を

みると,漁 具の進歩や積極的な機械力の
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導入にもかかわらず,個 人のカンや技術

がその日の漁獲高を決めることが多かっ

た。もとより,そ れ らは父親な り熟練者

から伝達されるというより,個 人の能力

にかかわったことである。 したがって一

家の生計も,い わばそうしたはた らき手

の能力に支えられてきたともいえよう。

このように,も っぱら個人の能力を背景

として展開される生業活動は,個 人の社

会的地位が,生 得的というより獲得的に

上昇する社会構造と適合する と思 わ れ

る。そこでこれに関して,部 落内での階

層構造に若干触れておこう。

 このムラでは明治期より,経 済力のあ

る男性は 〈カシラモン〉 と称 し,部 落 自

治に関する事項の審議 ・決定 ・執行の最

高責任者たる指導者的地位が与え られて

きた。ムラでは年末になると,部 落会役

員によって 〈ムラワリ〉 と称 し,個 人の

その年の漁業収入に応 じて,部 落会費の

割当が決められてきた。このとき上位 に

あるものが,来 年度の〈カシラモン〉にな

る資格をもつが,最 終的には〈ミンサン〉

とよばれる 「年間の漁業収入」と 「一家

のはたらき」を加味して決めたという。

 したがって くカシラモン〉は,特 定の

家に固定された世襲的なものではな く,

むしろ個人の能力によって,だ れ もが

〈カシラモン〉になりうる機会をもって

いたと考えるべきであろう。このことを

ムラの階層構造に関連させるならば,こ

うした個人の能力本位を主体 として,そ

の地位が上昇 してい く社会のあり方は,

流動的な社会関係を構成基盤にしたもの

で,固 定的 ・身分階層的な社会のそれ と

は対照的なものといえよう。

 ところで地理的 ・経済的諸条件は,戸

数,人 口などの集落としての規模にも一

定の枠をはめてきた。このムラの戸数,

人口の変遷は経時的にすべてを明らかに

しえないが,現 在33世 帯,130人 であり,

1世 帯当りの平均人員 も3.9人 と小規模

なものである。また,家 族内の続柄構成

をみても,傍 系親族の同居がほとんどな

く,子 の配偶者 も低率で,夫 婦家族ない

し3世 代の同居を条件 とする直系家族を

指向した比較的単純なもので あ る (表

1)。

表1 続柄別世帯構成

 年 代    昭 和50年

続 柄  実 釧 千分比

世 帯 主    33   1,000

配 偶 者    33    1,000

 子      29    879

 孫      2     61

父    母    26    788

祖 父 母    1     30

曽 祖 父 母

曽   孫

子の配偶者    1     30

孫の配偶者

兄 弟 姉 妹

オ ヂ・オ バ     1     30

養i 父 母    1    30

養    子

養子の配偶者

養 子 の 子

養兄弟姉妹

継 父 母

継   子    1    30

継子の配偶者    1     30

継 子 の 子    1    30

そ の 他

 計 113・i 一

(注)「 千分比 」欄は世帯主を1000と した場合 の比率

 以上,こ のムラの自然的 ・経済的諸条

件にみ られる貧しい集落立地は,生 業活
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動を小規模なものにし,若 年層の部落外

流出を顕著なものにしてきた(現 在,10

～20才 代の年令層がムラに占める比率は

16 ーoにすぎない)。 しかし,ム ラ生活の

すべてがエコロジカルな規定を受けてき

たとは思われない。家族内に展開するさ

まざまな人間関係,あ るいは相続 ・継承,

養子慣行 といったその構造的特質,な ら

びに後に触れる 〈シンルイ〉 (以下,テ

クニカル ・タームとしてカタカナ書きの

シンルイを用いる)の 構造を理解するた

め,以 下では,家 族内の動態的側面につ

いて触れなが ら,そ の構造的特質を究明

しよう。

3.家 族の動態と構造的特質

 1) 相続 と継承

 「ア トタテニ ン(次 期相続予定者)に

は長男がなる」といわれるように,こ の

ムラでは長男の相続を優先 している。し

かし,長 男が死亡ない し転出 したときに

は次男が,さ らに三男が相続するといっ

たように,兄 弟の出生順序に従って 〈ア

トタテニ ン〉が決められた(た とえば現戸

主の続柄に長男以外の例が約40 ー oある)。

 このように沖泊における相続制は,長

男優先の傾向が指摘されるにしても強い

規制 とはなっておらず,む しろ長男以下

のだれもが相続 ・継承の潜在的権利をも

ち,場 合によっては女子や非血縁者にま

で拡大される,い わば一子選択相続であ

る。

 ここで,相 続される有形財産に関して

若干言及しておこう。主要な相続財は,

家屋 ・屋敷地 ・畑地(〈 ナエバ〉 と称 し

ているが,現 在ではほとんど作物の生産

はおこなわれていない)・ 磯舟などがあ

る。また無形財産としては,戸 主権0祭
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祀 権 に と もな う諸 権 利 ・義務 の継 承 が あ

る。

 一 般 に戸 主 は 〈タイ シ ョー〉 と称 せ ら

れ,正 月 の 〈カ ミカザ リ〉 ・ 〈カ ミオ ロ

シ〉 な ど に象 徴 され る祭 祀 権 を もつ と同

時 に,一 家 の 長 と して 〈サ イ フ〉(家 計)

を 握 り,部 落 内 にお いて は 「部 落 会 」 の

成 員 資 格 を もつ 。戸 主 権 の譲 渡 時期 は一

定 して い な いが,「 生 活 能 力 が な くなれ

ば 譲 る」 とい わ れ る よ うに,漁 に 出な く

な っ た と きを 契 機 と して い る よ う で あ

る。 また これ には,漁 協 に登 録 して い る

船 の 鑑 札 を 息 子 名 義 に変 更 す る な ど の具

体 的 行 為 が 示 され,社 会 的 に は, 「部 落

会 」 には じめ て 出 席 した 時点 で 〈タ イ シ

ョー〉 と して 承 認 さ れ る 。 こ の よ う に

くタ イシ ョー〉 は,継 承 に 関連 した諸 権

利 ・義 務 を もつ こ とを条 件 に,具 体 的 な

相 続 財 を 譲 渡 され る わ け で あ る 。 したが

って,相 続 ・継 承 は ほ ぼ一 致 して い る。

 他 方,〈 シ ャ クシワ タ シ〉 (主 婦 権 の

譲 渡)は,か つ て 「だい た い ヨメ に きて

10年 で ゆ ず られ た」 とい う。 これ は,子

ど もが 生 ま れ て手 が か か らな くな った こ

ろ で,姑 が 行商(ワ カ メ,ス ル メな どを

岡 山,広 島 方 面 に売 りにい って い る)か

ら引 退 し,嫁 が受 け継 ぐ時 期 で も あ っ

た 。主 婦 権 の 移 譲 は,〈 シ ャ クシ ワ タ シ〉

とい わ れ て い る 。か つ て 行 商 の 仕事 は主

婦 に と って重 要 な も ので あ った 。 〈シ ャ

クシ ワタ シ〉 を す る と,ヨ メ は〈ス イ ジ〉

(台所)を 一 切 まか され た とい う。 ま た

そ れ を契 機 に,ム ラの 婦 人会 に も出席 す

る よ うに な る が,最 初 は姑 も一 緒 に行 き

ア イ サ ツ す る のが 慣 例 で あ る。

 いず れ にせ よ,か か る相 続 ・継 承 は,

父 か ら息 子 へ と父 系 を た ど り,一 子 残 留

制 を 指 向す る もの で あ っ た。 したが って
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〈ア トタ テ ニ ン〉 (次 期 相 続 予 定者)を

除 く他 の 子 女 は,分 家,婚 出(養 子 も含

む)な どに よ り生 家 か ら離 れ る こ とが 期

待 され る。 これ は,す で に指 摘 した ム ラ

に お け る生 産 手段 の低 位 が,家 族 内 の労

働 力 の 拡 散 を 条 件 づ けて き た こ と に も よ

って い る。 さ らに こ の こ と は,家 族 形 態

と して み る と,常 に夫 婦家 族 ない しは 直

系 家 族 型 を 保 ち,傍 系 の成 員 を家 族 外 へ

分 散 して きた 機構 と も一 致 して い る。

 2)養 子 慣 行

 この ム ラの 養 子 慣 行 に は 一 般 に,2つ

の異 な っ た説 明 が 与 え られ て い る 。第1

は,「 〈ア トタテ〉 には い って も らう た

め 〈ヨー シ〉 を と る」 とい う こ とで,こ

れ は相 続 ・継 承 に関 連 す る もの で あ る 。

第2は,「 こ こは血 縁 結 婚 が多 か っ たが,

〈ヨー シ〉 を 迎 え る こ と によ って皆 義理

の 関係 にな って い る」 と考 え て い る こ と

で あ る。 そ こで,以 下 は この ム ラに お け

る養 子 が婚 入 後,養 家 で い か な る 展 開 を

みせ て き たか につ い て 触 れ て い こ う。

 な お,こ の ム ラで 使 わ れ る 〈ヨー シ〉

は,婿 入 婚 を 前 提 と した 〈ム コ ヨー シ〉

と,幼 少 時 に とる くモ ラ イ ヨ ー シ〉 (貰

い子)の 両 方 を 意 味 して い るが,こ こで

は,さ しあ た って 第2の 点 とか か わ る後

,者 に つ いて 考 察 して い きた い 。

 51例 の養 子 縁 組 の う ち〈モ ライ ヨー シ〉

が32例 あ った(他 の19例 はくム コ ヨー シ〉

で い ず れ も相 続 者 とな った)。 そ こで,死

亡 ・離 縁 な どを 除 く24例 の婚 入 後 の 展 開

を み る と,成 人 後 家 を 相 続 した もの が12

例,婚 出 ・分 家創 設 な ど に よ り他 出 した

も のが12例 と同i数で あ った。

 ま た,男 女 別 で は女 子 が17例 あ り,そ

の うち10例 が 婚 出 し,他 は相 続 者 とな っ

た 。一 方,男 子 は 相 続者 とな った のが5

例で,他 の2例 は部落内への分家創設と

絶家した家(部 落外)を 相続 したもので

あった。このことは養子婚入者が,婚 姻

・分家を契機として養家から離れること

を期待されていることを示 したものであ

る。そこで,こ の点をさらに明確にする

ため,養 子慣行の血縁的 ・地域的範囲を

みていこう。

 養親と養子の関係をみると,血 縁関係

のある例は自己の妹を養女と した1例

と,自 己の兄弟の次男を養子にした1例

のわずか2例 があるだけである。それら

はいずれ も 〈ア トタテニン〉 と な っ た

が,配 偶者を非血縁か らもらっている。

一方,婚 出 ・分家創設によって養家から

分離 したものには,血 縁関係の例は皆無

であった。さて,か かる傾向を前述の養

子慣行の第2の 点と関係させて考えてみ

よう。 「血縁結婚が重なるのを避ける」

というムラ人の考えを前提とするなら,

養子が非血縁者であることは必要条件と

なるにして も,養 子が くア トタテニン〉

として残留するか,あ るいは婚出者 とし

て養家から離れるかといったことは差し

あたって問題とはならない。なぜなら,

養子が非血縁者であるかどうかというこ

とは,配 偶者選択が近親者からなされる

ときはじめて問題となるか らである。し

たがって上記のムラ人の考え方にしたが

えば, 「養子をむかえているから,血 縁

結婚をしても近親婚にはな らない」とい

うべきであろう。

 ところで,ム ラ人の語る血 縁 結 婚 と

は,具 体的にはフタイ トコ結 婚 を 意 味

し,そ れ以上になると実際に血がつなが

っていても血縁結婚 とあまり意識 されな

い。これは,ム ラ人の系譜認識を知る上

で重要な手がかりとなるが,そ れについ
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表2 地域的通婚圏とその累積比

 通婚圏

実数
累積比

1部 落 内 旧 村 内 島 根 町 県  内 県  外 計

lAIB AIB AIB AIB AIB AIB
夫婦組数 45 31 2 5 一 一 3 4 一 2 50 42

百 分 比 90 73.8 4 11.9 一 一
6 9.5 一 4.8 100 100

累 積 比 90 73.8 94 85.7 一 一 100 95.2 一 100 一 一

ては後に触れたい。

 ここで留意 しなければならないのはい

うまでもなく,婚 姻における配偶者の選

択が血縁者を条件としているわけではな

いし,こ うしたフタイ トコ結婚が一般的

であったわけでもないという こ とで あ

る。これはむ しろ,こ のムラの内婚率の

高さ(部 落内婚率74%)に よった結果で

ある。すなわち,特 定地域内における高

度な内婚率は当然,そ の社会内に,網 の

目状の婚姻関係を張 りめ ぐらすことにな

る。そうした婚姻関係が累積されるにし

たがい,血 縁結婚の確率が高 くなること

も事実である。ムラ人の 「ヨメ ・ムコ選

びのときには,お 互いの血す じをよ く調

べた」という話 しはそれを裏づけたもの

である。養子を親族関係者以外からもら

うことは,か かる背景を考慮しなければ

ならない。さらにいえば,養 子のほとん

どが部落外出生者であったことが,上 述

の理由を積極的に意義づけている。

 ところで,た だ血縁結婚を避けるため

だけなら,部 落外に配偶者を求めればよ

いはずである。これに関して,か つ て

「ヨソに嫁に行 くオナゴは出来が悪い」

といわれたように,こ のムラの外社会に

対する排他性の強さを指摘するだけにと

どめておきたい。

4. 婚姻の形態

 沖泊の婚姻をもっとも特徴づけている

のは,そ の内婚率 の 高 さであろう(表

2)。 これは,「ムラ中みんな親類だ」と

いう婚姻関係の特定地域社会への累積を

表出させてきた。また,す でに指摘 した

ように個人の能力本位性が,こ のムラの

身分階層的構造を否定するひとつの条件

であるなら,高 い内婚率 もまたその条件

のひとつとなりえよう。

 ここで,婚 姻の形態のひとつ として血

縁結婚について触れておこう。そこで,

現在,夫 婦とも健在の42組を対象 として

イ トコ婚をみると8例(19%)あ った。

そのうち平行イ トコ(父 方)婚 は2例 で

あり,他 はすべて交叉イ トコ婚(父 方,

母方とも3例)で あった。しか し,こ の

ことから何 らかの偏向を認めることはで

きない。むしろ,父 方 ・母方のいずれに

もこだわらない傾向が指摘できよう。

 そこで,養i子 慣行で触れた血縁結婚と

の関連について言及しておこう。

 図1は,[0]家 を中心にしてみた血

縁結婚の例である。ここで注目されるこ

とは,2度 にわたって隔世代で養子(い

ずれも 〈ア トタテニ ン〉になっている)

をもらっている点である。これは非血縁

者(養 子)が 介在することによって,「血

縁結婚はあって も養子がいるのでみんな
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、

図1 0家 における血縁婚

義理の関係」であることを端的に示 して

いる。もちろん,養 子縁組がすべてその

ために結ばれているわけではないし,先

に触れた8例 のイ トコ婚の事例でも非血

縁者の介在したのは1例 にすぎない。た

しかに,養 子を迎えることにより血縁関

係が重なることを回避 してきた例は,過

去にも若干あった。しかし,.一見,「 血

縁関係の忌避」とも思えるこれ らの事例

は,実 は自分たちの思囲をいままでの血

縁関係者でかためるという,血 縁の優先

を根底にしたものと考え られる。たとえ

ば,図1に みるように養子の配偶者をす

でに親類関係にある家([M],[K])か

ら迎えているが,こ れは,血 の重な り合

いを避けなが ら,実 質的には関係をより

濃 くしてきたといえよう。

 さらに,部 落内婚の高率は,こ のムラ

の流動的な社会関係を条件づけ,身 分階

層的構造を排除するものであった。かか

る地域的内婚社会は, 〈シンルイ〉が地

縁集団化 しうる可能性をもつことを示し

て い る。 もち ろん,こ の こ とは 〈シ ンル

イ〉 が 現 実 の機 能 の なか で,ど の よ う に

成 員 の範 囲を 規 定 す るか に よ って い る。

そ こで 以 下 で は,本 ・分 家 関 係 に み られ

る系 譜 認 識 お よ び 〈シ ンル イ〉 の 構 造 に

つ いて 触 れ て い こ う。

5.本 ・分家関係とその系譜認識

 沖泊では本 ・分家を示す名 称 と して

〈ホンケ〉 ・〈イモッチェ〉が使われて

いるが,今 は くイモッチェ〉を使用する

ことは稀で,ほ とんど くブンケ〉 といっ

ている。

 このムラにおける本 ・分家関係は,直

接的な本家と分家のみに限定 され,総 本

家 ・孫分家をも含んで指示されることは

ない。このことをムラ人の系譜認識から

みるな ら,分 家創設時を基点とした親と

子の直接的な系譜関係を軸としたものと

いえよう。そして,こ の両者の関係はお

おむね2～3世 代の期間内に限 定 され

(これは後に述べる 〈シンルイ〉 の範囲
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と重層している),4代 を経ると 〈ウス

ィシンルイ〉になり,や がて 〈タニン〉

〈他人〉 として扱われるようになる(た

とえばこれに関して 「本家で も代が古け

れば,葬 儀などには部落の ものとして出

席する」といわれる)。

 このように,か つて分家を創設したこ

とは事実であるにせよ,ム ラ人のもつ現

実的,社 会的な系譜認識は,特 定の世代

範囲を条件として喪失 してい くことが指

摘できよう。この3代(あ るいは4代)

を上限として切れてい く過程 は ま さ に

〈シンルイ〉の構造と符合している。こ

のことは,ム ラにおける 〈シンルイ〉の

規定する世代範囲を本 ・分家間の関係に

も適用するものといえよう。

 ここで分与財と分家創設について触れ

ておこう。 〈ホンケ〉が 〈ブンケ〉に分

与するものとしては,若 干の耕地 ・屋敷

地 ・磯舟である。そのなかで 磯舟 に関

連 したムラの規制について触 れ て お こ

う。

 経済的諸条件がムラの戸数 ・人口を適

正な規模におさえる方向に,機 能 してき

たことはすでに述べてきた。かかる村落

規模の適正化は各戸の舟の所 有 に も及

び,1戸 当り1隻 に制限してきた。もち

ろんこれは絶対的条件ではなかったが,

もし1隻 以上所有する場合 〈ナダ〉に係

留できるのは1隻 だけで,他 は別の漁港

におかねばならなかったといわれる。外

社会との交通手段が発達 していなかった

とき,漁 業活動に占めていた 〈ナダ〉の

位置が今よりはるかに重要であったこと

は容易に想像 しえよう。それゆえ,こ の

〈ナダ〉を離れた漁業活動はムラ成員と

しての意味を失 うことになる。したがっ

て,こ うした戸数や人口の規制は実質的

610

国立民族学博物館研究報告  1巻3号

なムラ規制の役割を果たしていたと指摘

できよう。さらにまた,こ れを上述の分

与財としての磯舟と関連させるな ら,か

かる諸条件は現実には舟の分与を困難に

させてきたといえる。

 また他の分与財についても,た とえば

狭小な耕地はすでに指摘 したように,畑

作のみで生計を維持 しえないムラ生活に

あっては,価 値ある財 としての分与が不

可能であった0こ れ らの点か ら,ム ラに

おける分家創設をきわめて消極的なもの

にさせてきたと考えられる。

 現在,ム ラ人の伝えるもっとも新 しい

分家創設は大正12年 に行われた1例 で,

これが現在このムラに存在する唯0の 直

接的な本 ・分家関係である。

 最後に,本 ・分家間の機能について触

れておこう。ここでは盆 になると くセン

コタテ〉 と称し,〈 ホンケ〉の仏をおが

みに行 く。しかし,こ の 〈ホンケ〉は,

自分の親あるいは祖父母の家であり,何

代も前の 〈ホンケ〉に行 くことはな く,

む しろ,古 い くホンケ〉は日頃の付き合

いでも 「他人同様」となる。 した が っ

て,日 常の付き合いで,ヤ ネフキなどの

くテツダイ〉に くホンケ〉のところにい

くというのは,実 際には自分の 〈オヤモ

ト〉あるいは祖父母のところにい くこと

である。

 ムラ人が,事 実 としての系譜的本末関

係を全 く知らないわけでは な い。 しか

し,現 実の機能のなかでムラ人が意識す

る系譜的距離は,限 定された時間内にあ

り,本 ・分家の系譜関係 も3～4世 代の

深度 に限られている。これは,系 譜の本

末関係を超世代的にたどる単系的出自集

団のあり方 とは別の構造をもつものであ

る。
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6.〈 シ ンル イ〉 と くゴ カ モ ン〉

 現 在,沖 泊で は親 族 関係 を 指 示 す る用

語 と して,〈 シ ンル イ〉,〈 イ ッケ 〉 が用

い られ て い る。 この うち 〈シ ン ル イ〉 は

若 い 世 代 の 用語 で,〈 イ ッケ〉 は年 輩 者

層 で 主 に使 わ れ て い る(以 下 の記 述 で は

〈シ ンル イ〉 とす る)。 〈シ ンル イ〉 ば そ

の 関係 の重 要 さ に従 い 〈ゴ カモ ン〉,〈シ

ンル イ〉,〈ウ ス イ シ ンル イ〉に分 け られ,

そ の 中核 に な って い る のが 〈ゴ カモ ン〉

で あ る。

 そ こで,ム ラ人 が 〈シ ンル イ〉,〈ゴ カ

モ ン〉 と意 識 して い る具体 的 な範 囲を 説

明 して い こ う(図2)。 図2に よれ ば,Y

家 の 当主 の父(E)が 意 識 して い る くシ

ンル イ〉 は1～11の 家 で あ り,そ の うち

〈ゴ カ モ ン〉 は2,3,4,6,7,8,9,

llで あ った(な おEは ム コ ヨ ー シで あ

る)。 こ こに そ れ ぞれ の 関係 を 示 せ ば 以

下 の とお りで あ る 。

 2 配 偶 者 の 養 父 の兄 弟

 3 Eの 息 子(図 中a)の イ ボ シ オ ヤ

4

6

7

8

9

11

祖母の姉妹(娘 の婚家)

配偶者の養母のサ ト(実 家)

兄弟の配偶者の姉妹の婚家

兄弟の配偶者の兄弟

姉妹の婚家

子の配偶者(ヨ メ)の サ ト(実家)

 こ こで 注 目 され るの は3お よ び4と の

関係 で あ る。Eに よれ ば 「3と は 縁遠 く

な って い た が,長 男(a)の くイ ボ シ オ ヤ〉

にな った の で濃 くな っ た」 とい わ れ る。

と こ ろで,薄 くな った 〈シ ンル イ〉 を 濃

くす るた め に と る くイ ボ シ オ ヤ〉 ・〈イ ボ

シ ゴ〉 関 係(以 下 で は単 に 〈オ ヤ ・コ〉

とす る)は,当 事 者 の いず れ か の死 亡 に

よ って 解 消 され る,一 時 的 ・限定 世 代 的

な 関係 の もので あ る。 「薄 くな った 〈シ

ンル イ〉 を 濃 くす る」 とい う こ とは 特 定

世 代 を条 件 と した 親族 関係 の再 生 とい え

よ う。

 こ こで 〈オ ヤ ・コ〉 関係 につ い て 若 干

触 れ て お こ う。 か つ て 男 は15才,女 は13

才 にな る とそ れ ぞ れ くオ ヤ〉を と った が,

正 月 な ど くシ ン ル イ〉 が 多 く集 ま る 席

図2 Y家 の くシ ンル イ〉 と くゴカモン〉
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表3 オヤ ・コの血縁関係

＼ ＼ ヲの続柄

オヤとの関係＼
(1) (2) (3) 計 ① ② ③ ④ 計

父 の 兄 弟 姉 妹 2 1 1 4 3 1 1 5

父 の 養 兄 弟 姉 妹 2 1 3 0

養 父 の 姉 妹 0 1 1

母 の 兄 弟 姉 妹 4 2 6 1 3 4

母 の 養 兄 弟 姉 妹 1 1 2 2

母 の 兄 弟 の 養 子 0 1 1

母 の 養 兄 弟 の 子 1 1 0

養 母 の 兄 弟 0 1 1

養 母 の 兄 弟 の 子 0 1 1

祖   父   母 1 1 0

祖 父 の 姉 妹 1 1 0

祖父母の兄弟姉妹の子 1 1 2 0

祖父母の兄弟姉妹の孫 1 1 2 1 3

曽祖 母 の兄弟の孫 0 1 1

合     計 9 7 4 20 9 6 3 1 19

上,〈 オ ヤ〉 の方 か ら頼 み に来 た とい わ

れ る。表3は,〈 オ ヤ ・コ〉 間 の血 縁 関

係 を み た もの で あ る 。長 子(長 男 ・長

女)が 母 方 の オ ヂ ・オバ を 〈オ ヤ〉 に と

って い る例 が や や高 い とい え よ う。 しか

し,こ こで は む しろ 〈オ ヤ〉 が 父 方 ・母

方 双 方 か ら選 ば れ て い る と指 摘 した方 が

適 切 で あ ろ う 。

 図3は,2つ の特 定 の家 間 に よ る 〈オ

ヤ ・コ〉 関係 の重 な りを見 た も の で あ

る 。

 ⑪ の 戸主 は◎ の戸 主 の養 父 母 の 〈コ〉

で あ った(非 血 縁)。 ま た ◎ の戸 主 は 父

の イ トコ夫 婦 の 〈コ〉 とな って い た 。 ◎

の 戸主 と⑪ の戸 主 は ミイ トコの 関 係 にあ

った が,〈 ゴ カ モ ン〉 で はな か った 。 し

か し,⑪ の戸 主 の妹 が◎ へ 養 女 に行 った

こ とに よ り,濃 い シ ンル イ にな り,さ ら

に ◎ の 戸主 夫 婦 が⑨ の戸 主 の 娘 の〈オ ヤ〉

    図3 オヤ ・コ関係 の事例

にな った こ とで そ の 関係 は一 層 濃 い もの

とな った 。

 この事 例 は,〈 オ ヤ ・コ〉 関 係 を設 定

す る こ と によ って 〈ウ ス イ シ ンル イ〉 を

濃 くした例 で あ る。

 こ こで 図2を 再 び みて み よ う。4は 親
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の 代 に は 〈ゴ カ モ ン〉 で あ った がEか ら

み る と ミイ トコに な り, 〈ウ ス イ シ ンル

イ〉 にな って い た 。 しか し,Eの 娘(図

中b)を4に 婚 出 させ た こ'とに よ り,娘

の婚 家(4に と って は ヨメ の サ ト)に な

り 〈ゴ カ モ ン〉 にな った 。

 これ は,婚 姻 を 媒 介 と して 〈ウ ス イ シ

ンル イ〉 関 係 を 濃 い シ ンル イ に再 生 させ

た もので あ る。 さ ら に言 え ば,こ こに血

縁 の優 先 を み る こ と が で き る。 す な わ

ち,Eの 娘夫 婦 は実 際 には 血 縁 関 係 にあ

った 。 しか し,ム ラ人 の 「血 縁 」 観 に よ

れ ば,こ の 関 係 は 「遠 い 関係 」 とな り,

む しろ 「薄 い 関 係 に な っ た か ら結 婚 に よ

って 濃 くした 」 こ とに な る 。・

 い ず れ にせ よ,こ れ らの事 例 で 看 取 さ

れ た 親 族 関 係 は,世 代 深度 か らみ るな ら

自 己を 中 心 と して3～4世 代 の範 囲 に あ

る,兄 弟 姉 妹 とそ の 配 偶者 を含 み,父 方

母 方 の双 方 に辿 りう る関 係 とい え よ う。

 そ こで,こ こ に 〈シ ンル イ〉,〈ゴ カ モ

ン〉 の モ デ ル構 成 を み る と図4の よ うに

な ろ う。

1

2

3

4

5

6

自己の兄弟姉妹の家族

自己の配偶者の兄弟姉妹の家族

自己の父母の兄弟姉妹の家族

自己の祖父母の兄弟姉妹の家族

自己の子(自 家に残留した子供)

の配偶者の兄弟姉妹の家族

自己の他出した子供の家族

 〈ゴカモン〉の範囲は 〈シンルイ〉 に

比べると上記の範囲からそれぞれの家族

を除いた関係となり,基 本的には兄弟姉

妹の関係といえる。

 以上の諸点から くシンルイ〉,〈ゴカモ

ン〉の構造的特質を摘出するなら,祖 父

母の世代を上限とした,自 己を中心に形

成される集団化といえよう。また,そ の

構成範囲は兄弟姉妹関係とその配偶者 と

家族を含んでいる。そしてより重要な特

質は,世 代が移行することにより,あ ら

たに再編 されることである。

 それでは,か かる親族間の機能的側面

はいかなるものであろうか 。 以下 では

図4 ゴ カ モ ン ・シ ンル イ の範 囲

613



国立民族学博物館研究報告 1巻3号

〈シンルイ〉の共同と連帯の諸相をみて

いこう。

 日常の生活のみならず,葬 儀などの通

過儀礼においても 〈シンルイ〉,〈ゴカモ

ン〉のもつ機能は重きをなしている。と

りわけ,戸 主の配偶者のサ トは 〈カナイ

ジュー〉 (家族全員)で 〈テツダイ〉を

する家とされ,次 いで,兄 弟姉妹の配偶

者のサ トが重要 とされている。図5は,

、
、  'E

畏b・
  ヨ る

くで＼

       ム
       ヒ
       ム

       0  
12  3i

       炉 ●
5       6      7  δ

         E自 己

   ＼  )    ⊂二)自己の家族
    ㌦ノ    ▲●〈テツダイ〉に来た人

 図5 Y家 の新築 にともな う 〈テツダ イ〉

   の事例

Y家 の新 築 に 際 して くテ ツダ イ〉 に来 た

関 係 を示 した もので あ る(図2のY家 と

同 じ)。

.Eの 配 偶 者 の血 縁 が い な い の は,養 女

と して松 江 か ら来 て い る点 が 考 慮 され よ

う。 ま た家 が 完 成 す るま でEの 家 族 は,

ヨメ(b)の サ ト(Eの 実 家 で もあ る)に

同居 して い た。3を 除 き,す べ て が 〈ゴ

カ モ ン〉 で あ る。

 こ の よ う に,こ の ム ラの 日常 的 な 〈テ

ツ ダ イ〉 は 〈ゴ カモ ン〉 を 中心 と した数

家族 の共 同で 支 え られ て い る。

 日常 的 な つ き合 い の ほか,〈シ ンル イ〉,

〈ゴ カ モ ン〉 の 成 員 が 参 集 す る 機 会 と

して 葬 式 は重 要 で あ る。 と くに,葬 式 が

この ム ラに お け る親 族 に一 定 の 内 容 を 役

割 と して 与 えて い る。

 そ こでX家 の事 例 を 中 心 と して み る こ

とに す る(図6,表4)。 死 者 が 出 る と

ま ず 近在 の親 類,寺,役 場(支 所)な ど

に連 絡 す るた め に くア ン ナ イ〉 (男 が2

人 で 一 組 にな る)が 出 され る。<ア ン ナ

イ〉 は か な らず くシ ン ル イ〉 の な か か ら

選 ばれ た 。 死 者 の 出 た 家 に はくゴ カモ ン〉

が 全 員 集 ま り,葬 儀 の段 取 りを 相 談 す る

が,そ の と き 〈ゴカ モ ン〉 も含 め, 〈シ

ンル イ〉 の な か か ら濃 い順 に15軒 を 選 び

葬 儀 の 〈テ ツダ イ〉 を頼 む 。 こ の数 は 決

図6 X家 の母の葬儀参列者
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表4 X家 の母の葬儀における不祝儀

陣 地陣 劇 役 訓 香 刺 夜 食1初七日1忌 明1初 盆
1 ○ ゴ カ モ ン 穴  堀 白米5升 1,000円

2 ○ 〃  2,000円
〔サ トウ5kg 白米2升  1,000円

〔サ トウ2kg

3 ○ 〃  3,000円
〔サ トウ5kg 1,000円  1,000円

〔サ トウ1kg

4 ○ 〃 1,000円 500円 500円 1,000円

5 ○ 〃 穴  堀  1,000円
〔サ トウ5kg 白米2升 1,000円

6 ○ 〃 寺 上 り 1,000円 白米3升 〔量理 學
7 ○ 〃 カツギ人 ユ,000円 白米3升 500円 500円 1,000円

8 ○ 〃 〃 き,000円 白米4升 1,000円 1,500円
  3,800円

〔マ ワ リ ド ー ロ1

9 ○ 〃 ササモチ 3,000円 白米4升 1,000円 1,000円   3,800円
〔マ ワ リ ド ー ロ1

10 ○ 〃 寺上 り,サ サ
モチ,支 所 1,000円 米 1升 1,000円

11 ○ 〃 ササモチ 500円 米 2升 〔菓子,2羅

12 ○ 〃 500円 白米1升 1,000円

13 ○ ウス イ

 シ ンル イ
500円 米 1升  500円

〔線 香

14 ○ 〃 ササモチ 500円 米 1升 500円

15 ○ 自己の長男 カツギ人

16 ○ ゴ カ モ ン 〃

17 × 寺迎 ・送 2,000円 1,000円

18 × 寺  送 疎001卑 2,000円

19 ○ ゴ カ モ ン 5・009円 1,000円 1,500円
  4,000円
〔マ ワ リ ド ー ロ1

20 ○ 500円

21 ○ ウス イ
 シ ンル イ

1,000内
、

1,000円

22 ○ 1,000円 米 2升 500円 1.000円

23 ○ ゴ カ モ ン 2,000円 500円

24 × 500円 線 香

25 × 500円 1,000円

26 × 3,000円 1,000円  2,000円
〔線 香

27 × 2,000円  1,000円
〔モチ米1升

28 ×   1,000円
〔カ マボ コ10

し

1,000円

29 X 1,000円 500円

30 × 1,000円

31 × 500円

32 × 2,000円

33 ○ ゴ カ モ ン 寺 上 り 5,000円

34 × 5,000円

(注) ○ 部落内居住者

   × 部落外居住者

(香典帳記載の うち親族関係者のみ)
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ま っ た もの で は な く,大 体1i～13軒 が普

通 で あ っ た。 しか し,15軒 を 越 え る こ と

は なか っ た とい わ れ る。X家 で は11軒 の

家 に頼 ん だ(図 中1～11)。

 この 場 合 の 「濃 い順 」 とは死 者 か らみ

た 関 係 で あ り,「 ふだ ん よ くつ き合 い の

あ る人 」 を意 味 して い る。 と くに15軒 の

家 は,通 夜 に 出す 〈ヤ シ ョク〉 (夜 食)

用 と して 米,白 米 な どを も って くるが,

濃 い人(死 者 に よ り近 い血 縁 に あ る もの)

ほ ど多 く もって くる とい う。X家 の 例 を

み る と,も っ と も多 い の は1の5升 で,

以 下4升 もって きた の が2軒(8,9),

で あ った 。 これ らは い ず れ も,Eか らみ

て 他 出 した 兄 弟 姉 妹 の 配 偶者 お よ び そ の

家 族 で あ った 。 ま た4はX家 の本 家 とい、

わ れ て い る家 で あ るが,E自 身 の説 明で

は 「父 の 姉 妹 の子 ど も(養 女)」 で あ り,『

そ れ ゆ え 〈ゴ カ モ ン〉 にな る関 係 で あ っ

た 。 これ は,実 際 の親 族 の系 譜 関係 と,

本 家 ・分 家 の系 譜 関係 が 重 な る場 合,ど

ち らの 関係 を重 視 して 考 え るか を 示 す も

の で あ ろ う。Eに と って4は 〈ホ ンケ〉

と して よ り も,「 父 の姉 妹 の 子 」 と して

理 解 され,〈 ホ ンケ〉 との 系 譜 は す で に

喪 失 した も の とな って い る 。

 ま た,よ ぶ人 数 も葬 儀 に先 立 って あ ら

か じめ 決 め るが,そ れ は た とえ ば 「△ 家

は 濃 い か ら 〈カ ナ イ ジ ュー〉 よ ぼ う」 と

か, 「○ 家 は夫 婦 だ け よ ぼ う」 とい った

よ うに決 め られ る。 この よ う に,濃 い 順

に したが って 招 待 す る数 を 決 め る 方 法

は,葬 儀 に限 らず,こ の ム ラで は さま ざ

まな 祭 儀 の 際お こな わ れ て い る。 そ して

これ は,〈 シ ンル イ〉 関係 の 濃淡 に ほ ぼ

一 致 した 傾 向 が み とめ られ る 。 す な わ ち
,

〈ゴ カ モ ン〉 と 〈カ ナ イ ジ ュ ー〉,〈シ ン

ル イ〉 と夫 婦(2人),〈 ウス イ シ ンル イ〉
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と単独(1人)と いう組み合わせで協力

する比重がつけられている。

 これまで 〈シンルイ〉, 〈ゴカモン〉

の機能的側面を日常生活における 〈テツ

ダイ〉と通過儀礼の事例から記述 してき

た。そこに展開された親類関係は,3～

4世 代の範囲内にある兄弟姉妹と,そ の

家族を内包した双系的親族体系を指向す

るものであった。

 他方,家 の本末関係において人びとが

具体的 ・社会的にたどりうる系譜は,3

～4世 代の範囲内にある人た ち で あ っ

た。そして,こ の世代範囲に連らなる人

びとは,同 時に自己が日常,体 験的に知

りうる人たちであった。すなわちこのこ

とは,本 家始祖にどのように系統的な掃

属をもっているかということではなく,

むしろ自己にとって,血 縁的にどれほど

近いかが優先されることを示 したもので

ある。このムラにおける本 ・分家関係の

あり方をみるなら,特 定世代の範囲内で

認識され,限 定世代的な性格をもった関

係であった。したがって,本 ・分家の系

譜関係も超世代的に連続 してたどられる

ものではなく,世 代の移行とともにつね

に断絶 と分節を繰 り返 してい く傾向をも

っている。 したがって,こ のムラにおけ

る本 ・分家集団は,い わば 「家」連合 と

しての同族団を構成することなく,双 系

的親族たる 〈シンルイ〉に包含された存

在といえよう。

ワ. む す び

 本稿では,島 根半島の一漁村における

くシンルイ〉の構造について,若 干の資

料から言及 してきた。その結果,当 該社

会に展開する 〈シンルイ〉,〈ゴカモン〉

が,双 系的親族を指向する顕著な特色を
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もっていることが看取 された。一方,本

・分家間 にみられる系譜認識は特定世代

範囲に限定 されたもので,「3代 たてば

ホンケも他人」 といわれるように人びと

の現実的 ・社会的系譜認識は,祖 父母の

世代を上限とし,そ れ以上は くウスイシ

ンルイ〉 もしくは 〈タニン〉(他人)と し

て,人 びとの系譜認識範囲か ら断絶され

る。 ここで重要なことは,か かる本 ・分

家関係の系譜が,超 世代的に連続するの

ではなく限定世代的に認知され,世 代の

移行とともに喪失ないし断絶 しているこ

とである。これは,本 ・分家の構成範囲

が分家創設時における親子関係を基調と

しながら,3～4世 代の範囲内で,系 譜

的本末関係の認知がなされるという,当

該会社における単系性のあり方を規定す

るものである。したがって,か かる単系

性は,〈 シンルイ〉の構造に内包され,

超世代的連合の同族団構成を否定する構

造的特質をもっていたといえよう。さら

に,分 家創設がエコロジカルな規制を受

けてきたことも,本 ・分家関係がその機

能を早い時期から停頓 させてきたと思わ

れる。

 一方, 〈シンルイ〉, 〈ゴカモン〉の

構造で重要なのは,ヨ メのサ ト,母 のサ

トにみられる姻戚関係の強調である。た

とえば,「 カシラゴの 〈オヤ〉は,母 の

サ トか らとる」というように,〈 シンル

イ〉のなかでもきわめて濃い関係になっ

ている。これはまた,日 常の〈テツダイ〉

で重要な役割が期待されている。

 他方,こ の くシンルイ〉の構造を一定

期間再生,補 完する慣行 として 〈オヤ ・

コ〉関係は重要な役割を果 してきた。

 ともあれ,こ のムラは冒頭にみたごと

く,個 人の能力本位性を背景とした流動

的な社会関係を構成基盤にもちつつ,伝

統的生活諸慣行を展開してきたといえよ

う。
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